
西予市指定文化財維持管理費補助金
事務手続きフローチャート
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者

）

保存修理事業に関する事前相談（随時）

事前相談のあった所有者等に対し

事業計画の照会（8～9月）

事業計画調査票の提出（9～10月）

事業計画ヒアリング・審査（10月）

予算計上

内定通知（3月下旬）

交付申請書提出（4月、様式第1号）

交付決定通知（様式第4号）

事業実施

（計画変更・変更決定通知）

実績報告の提出（様式第5号）

額の確定通知

請求書の提出（様式第6号）

補助金の支払い


